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【公開日】平成23年2月10日(2011.2.10)
【年通号数】公開・登録公報2011-006
【出願番号】特願2009-174928(P2009-174928)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   3/10     (2006.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月19日(2011.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定光を照射した被検査物からの戻り光と、該測定光に対応する参照光とを合波した光
に基づいて前記被検査物の断層画像を取得する光断層画像撮像装置であって、
　前記測定光の光束径を変更する光束径変更手段と、
　前記合波した光を分光する分光手段と、
　前記光束径変更手段により変更された光束径に基づいて前記分光された光の照射される
範囲を変更する範囲変更手段と、
　前記範囲変更手段からの光を検出する検出手段と、
　を有することを特徴とする光断層画像撮像装置。
【請求項２】
　前記測定光が前記被検査物に集光する位置を該被検査物の深さ方向に変更する集光位置
変更手段を有し、
　前記光束径変更手段が前記測定光の光束径を大きくした場合、前記集光位置変更手段に
より前記集光する位置を変更させて前記被検査物における異なる深さ位置で該被検査物の
断層画像を取得することを特徴とする請求項１に記載の光断層画像撮像装置。
【請求項３】
　前記集光する位置の変更に連動させて、前記参照光の光路に設けられた参照ミラーの位
置を変更する参照ミラー位置変更手段を有することを特徴とする請求項２に記載の光断層
画像撮像装置。
【請求項４】
　前記範囲変更手段が、前記検出手段における前記断層画像の取得に用いる画素数と前記
測定光の波長バンド幅との比を変更することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項
に記載の光断層画像撮像装置。
【請求項５】
　前記光束径変更手段が前記測定光の光束径を大きくした場合、前記検出手段における読
み出し画素数を減らして前記被検査物を撮像することを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか１項に記載の光断層画像撮像装置。
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【請求項６】
　前記検出手段を複数備え、
　これらの複数の検出手段は、前記検出手段の画素数と前記測定光の波長バンド幅との比
が、それぞれ異なる構成を有し、
　前記光束径変更手段により変更された光束径に基づいて、前記複数の検出手段のいずれ
かを選択することが可能に構成されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１
項に記載の光断層画像撮像装置。
【請求項７】
　前記検出手段が結像手段を含み構成され、
　前記結像手段は、ズームレンズによって構成され、
　前記光束径変更手段により変更された光束径に基づいて、前記検出手段の一画素当たり
の波長幅を前記ズームレンズによって変更して該検出手段に結像させ、
　前記結像させた範囲の画素のデータにより、前記断層画像を形成することを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の光断層画像撮像装置。
【請求項８】
　前記結像手段により前記検出手段における領域分割された少なくとも一つの領域に結像
させた範囲の画素のデータが、前記領域分割された他の領域から独立して読み出し可能に
構成されていることを特徴とする請求項７に記載の光断層画像撮像装置。
【請求項９】
　測定光を照射した被検査物からの戻り光と、該測定光に対応する参照光とを合波した光
に基づいて前記被検査物の断層画像を取得する光断層画像撮像装置の制御方法であって、
　前記測定光の光束径を変更する工程と、
　前記変更された光束径に基づいて前記合波した光の照射される範囲を変更する工程と、
　を有することを特徴とする光断層画像撮像装置の制御方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の光断層画像撮像装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させる
ことを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、つぎのように構成した光断層画像撮像装置を提供するものである。
本発明の光断層画像撮像装置は、測定光を照射した被検査物からの戻り光と、該測定光に
対応する参照光とを合波した光に基づいて前記被検査物の断層画像を取得する光断層画像
撮像装置であって、
　前記測定光の光束径を変更する光束径変更手段と、
　前記合波した光を分光する分光手段と、
　前記光束径変更手段により変更された光束径に基づいて前記分光された光の照射される
範囲を変更する範囲変更手段と、
　前記範囲変更手段からの光を検出する検出手段と、
　を有することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　つぎに、参照光１０５の光路について説明する。
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ビームスプリッタ１０３によって分割された参照光１０５はミラー１１４－２に入射され
て方向を変え、レンズ１３５－１により参照ミラー１１４－１に集光され、反射されるこ
とで、再びビームスプリッタ１０３に向かう。
次に、参照光１０５はビームスプリッタ１０３を通過し、分光器１５０に導かれる。
ここで、１１５は分散補償用ガラスである。分散補償用ガラス１１５は被検眼１０７に測
定光１０６が往復した時の分散、つまり被測定物である眼球、結像に用いられる光学系の
分散を参照光１０５に対して補償するものである。
さらに、１１７－１は参照ミラーの位置を制御する制御手段を構成する電動ステージ（参
照ミラー位置変更手段）である。これにより撮像開始から撮像終了までの間における参照
光１０５の光路長を調整・制御することができる。
また、電動ステージ１１７－１はパソコン１２５により制御することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　次に、測定光１０６の光路について説明する。
ビームスプリッタ１０３によって分割された測定光１０６は、ＸＹスキャナ１１９のミラ
ーに入射される。
ここでは、簡単のため、ＸＹスキャナ１１９は一つのミラーとして記したが、実際にはＸ
スキャン用ミラーとＹスキャン用ミラーとの２枚のミラーが近接して配置され、網膜１２
７上を光軸に垂直な方向にラスタースキャンするものである。また、測定光１０６の中心
はＸＹスキャナ１１９のミラーの回転中心と一致するように調整されている。
レンズ１２０－１、１２０－２は被検査物である網膜１２７を走査するための被検査物に
測定光を集光させる集光手段を構成する光学系である。
これは、図１（ａ）に示すように、測定光１０６を角膜１２６の付近を支点として、網膜
１２７をスキャンする役割がある。
ここでは、レンズ１２０－１、１２０－２の焦点距離はそれぞれ５０ｍｍ、５０ｍｍであ
る。
また、１１７－２は集光手段の位置を制御する制御手段を構成する電動ステージ（集光位
置変更手段）であり、付随するレンズ１２０－２の位置を、調整・制御することができる
。
レンズ１２０－２の位置を調整することで、撮像開始から撮像終了までの間における被検
査物である被検眼１０７の網膜１２７の所望の層に測定光１０６を集光し、観察すること
が可能になる。
また、被検眼１０７が屈折異常を有している場合にも対応できる。
測定光１０６は被検眼１０７に入射すると、網膜１２７からの反射や散乱により戻り光１
０８となり、ビームスプリッタ１０３で反射され、ラインカメラ１３９に導かれる。
ここで、電動ステージ１１７－２もパソコン１２５により制御することができる。
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